
 

 
 

 
 

 

この「公正表示ステッカー」は、公正競争規約に参加し

ている不動産会社（加盟店）の証であり、加盟店は、この

規約を遵守し、適正な広告表示に努める必要があります。 

 

公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 

 

表 示 規 約 等 の主 な変 更 点 

平 成 ２４年 ５月 ３１日 施 行 

１．土地や中古住宅も二重価格表示が可能に。 

 

２．事実と相違する完成予想図などの表示も不当表示に。 

 

３．物件の環境条件に影響を及ぼすおそれのある他社の建物

の建築計画等を知り得た場合も、パンフレットには記載す

ることに。 

 

４．中古住宅でも畳1枚当たりの広さが１.６２㎡以上ない

と1畳として表示することができなくなりました。 

 

５．賃貸住宅の必要な表示事項が追加されました。 



◆ 不動産公正取引協議会連合会（当協議会をはじめ全国9地区の不動産公正取

引協議会で構成）が、平成２３年１２月１５日に、変更認定申請を行った不

動産の表示に関する公正競争規約（表示規約）及び変更承認申請を行った表

示規約施行規則は、平成２４年５月１７日に消費者庁と公正取引委員会の認

定・承認を受け、同年５月３１日から施行されました。 

主な変更点は次のとおりです。 

 

１．過去の販売価格を比較対照価格とした二重価格表示について 

 
→表示規約施行規則第１３条 

 

今まで、二重価格表示ができるのは、「建築後２年以内の未入居の建物」のみ

でしたが・・・ 

 

 

次のすべての要件を満たすと、土地と中古住宅（中古マンション）もできるよ

うになりました。 

【期間の流れ】 

広告･販売開始 値下げ 二重価格表示可能期間 

３か月以上 ６か月以内 

3/1 6/1 11/30 

変更後 

【二重価格表示をするための要件】 

① 過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示すること。 

※ 二重価格表示は、販売価格の比較表示のみであり、賃貸物件の賃料の比

較表示はできません。 

② 「過去の販売価格」は、値下げの３か月以上前に公表された価格であって、

かつ、値下げ前３か月以上にわたり実際に販売するために公表していた価格

であり、その資料を有すること。 

③ 値下げ時期から６か月以内に表示するものであること。 

※ ただし、６か月以内であっても災害その他の事情により物件の価値に同

一性が認められなくなった場合には、同一性が認められる時点までに限ら

れます。 

④ 土地（現況有姿分譲地を除く。）又は建物（共有制リゾートクラブ会員権を

除く。）について行う表示であること。 



＜正しい二重価格表示例＞ 

 

 

＜不当な二重価格表示例＞ 

 
※ 過去の販売価格の公表時点から値下げの時期までの期間が、２か月しか経過し

ていません。 

 
※ 賃貸物件は二重価格表示をすることはできません。 

 

２．写真、CG、完成予想図などの表示について 

 
→表示規約第２３条第１項第４２号 

 

３．物件の環境条件に影響を及ぼすおそれのある建築計画等の表示について 

 
→表示規約施行規則第４条第２項第１号 

売地 １００㎡ １００万円値下げ！！ 新価格１,９００万円 

旧価格公表日：平成24年3月1日  価格改定日：平成24年6月1日 

平成１９年築 マンション ２００万円 プライスダウン！！ 

価格：２,１００万円 ⇒ １,９００万円 

旧価格公表：平成24年3月1日  値下げ：平成24年6月1日 

新築一戸建住宅 価格６,０００万円 ⇒ ５,５００万円 

旧価格公表日：平成24年3月1日広告 新価格設定日：平成24年5月1日 

賃料 値下げしました！！  賃料：１３万円 ⇒ １０万円 

モデルルーム又は写真、ＣＧ（コンピュータグラフィックス）、見取図、完成図

もしくは完成予想図を表示するにあたり、物件の規模、形状、構造などについて、

実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示のみを不当表示とし

ていましたが・・・ 

 
 

 

優良であると誤認されるおそれがある表示に加えて、事実に相違する表示も不当

表示になりました。 

分譲宅地、新築分譲住宅及び新築分譲マンションのパンフレット等には、日照そ

の他物件の環境条件に影響を及ぼすおそれのある建物の建築計画又は宅地の造成計

画について、自社が行うものについては、その旨及びその規模を記載しなければな

らないことになっていましたが・・・ 

 

 

 

自社が行うものに加えて、他社が行うものであっても知り得たものがある場合は、
この記載が必要になりました。 

変更後 

変更後 



４．住宅の居室等の広さの畳数表示について  

 
→表示規約施行規則第１０条第１項第１６号 

 

５．賃貸条件として家賃保証会社との契約を要するときの表示について 

 
→表示規約施行規則第４条･別表８及び別表９ 

 

 

 

 

上記のほかにも変更された規定があります。 

詳しくは、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会のホームページを

ご覧ください。 

 

http://www.sfkoutori.or.jp 
 

 

 

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 
〒１０２－００７４ 

東京都千代田区九段南３－９－１２ 

九段ニッカナビル６階 

TEL.03-3261-3811  FAX.03-3261-3933 

http://www.sfkoutori.or.jp 

 

中古住宅で、１畳当たりの面積が１.６２㎡を満たないものは、その旨と１畳

当たりの面積を表示し、１畳として表示することができましたが・・・ 

 

 

 

住宅等の居室等の広さ（壁心）を畳数で表示する場合、中古住宅でも畳１
枚当たりの広さが、１.６２㎡以上ないと1畳として表示することができなく
なりました。 

※ 居室が１０㎡（壁心）の場合：１０㎡÷１.６２㎡＝６.１７畳（約6畳）と

なります。 

賃貸マンション及び賃貸アパートの必要な表示事項に、家賃保証会社等と契約

することを賃貸条件としているときは、その旨及び契約にかかる金額を追加する

ことになりました。 

変更後 


